
 

 

  令和７年１２月１６日 

子 ど も ・ 若 者 部 

子 ど も 家 庭 課 

 

物価高対応子育て応援手当の支給について 

 

１．主旨 

  国は、令和７年１１月２８日に「「強い経済」を実現する総合経済対策」の予算措置

となる補正予算案を閣議決定した。 

  区は、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く

受けている子育て世帯を力強く支援し、子ども達の健やかな成長を応援する観点から、

国の「物価高対応子育て応援手当（子ども 1 人当り２万円）」に上乗せする区独自給付

（１万円）を行う。 

    

２．支給対象者および対象者数 

児童手当支給対象児童（０歳から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間 

にある子ども）を養育する父母等。（各要件は以下の通り。） 

【Ａ】令和７年９月分の児童手当受給者             約７８，０００人 

（令和７年９月出生児は令和７年１０月分）  

【Ｂ】勤務先から児童手当を受給している公務員          約５，０００人 

【Ｃ】令和７年１０月１日以降令和８年３月３１日までに出生した子どもを養育する父   

母等                           約３，０００人 

  

３．支給対象児童数          １３２，５００人（見込） 

【Ａ】約１２０，０００人 【Ｂ】約９，５００人 【Ｃ】約３，０００人 

    

４．支給額 

 児童１人につき３万円（国制度２万円、区上乗せ１万円） 

      

５．申請及び支給方法 

（１）【Ａ】の支給対象者は、申請書の提出は必要なく、受給者の児童手当振込口座に振

り込む。（プッシュ型支給） 

（２）【Ｂ】の支給対象者は、申請書等の提出後指定された振込口座に振り込む。 

（３）【Ｃ】の支給対象者は、生まれ月により支給方法を分ける。 

①令和７年１２月３１日までの出生児で児童手当の支給対象児童となる場合は、申請

書の提出は必要なく、受給者の児童手当振込口座に振り込む。（プッシュ型支給） 

②令和８年１月１日以降の出生児は、申請書等の提出後指定された振込口座に振り込

む。 

   

６．予算額     ４，００５，９５４千円（見込） 

＜内訳＞ 

（１）事業費（国） ２，６５０，０００千円（見込） ＊全額国庫補助（10／10） 

      （区） １，３２５，０００千円（見込）  

＊一部都支出金地方創生臨時交付金充当 
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（２）事務費       ３０，９５４千円（見込） ＊全額国庫補助（10／10） 

※補正予算対応予定 

 

７．今後のスケジュール（予定） 

１２月に予算措置された場合のスケジュール 

 令和８年１月上旬 【Ｂ】及び【Ｃ】の申請が必要な支給対象者の申請受付開始        

１月下旬 【Ａ】及び【Ｃ】のプッシュ型支給対象者へ案内通知を送付 

２月中旬 【Ａ】及び【Ｃ】のプッシュ型支給対象者へ支給開始 

３月中旬 【Ｂ】及び【Ｃ】②申請が必要な支給対象者へ支給開始 

     ６月末日 最終申請期限 
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